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 開  会  

 議  長  総務課長 

 総務課長  皆様、おはようございます。 

 町民憲章の朗読をいたしますので、皆様ご起立ください。 

 私のほうで本文を読み上げますので、皆様は黙読でお願いをしたいと思います。 

 町民憲章 

 一つ、私たちは、豊かな自然に満たされた筑前町をつくります。 

 一つ、私たちは、伝統と文化を守り育てる筑前町をつくります。 

 一つ、私たちは、平和を願い、命を大切にする筑前町をつくります。 

 一つ、私たちは、人を思いやり、共に支え合う協働の筑前町をつくります。 

 一つ、私たちは、こどもが元気で健やかに育つ筑前町をつくります。 

 一つ、私たちは、健康で希望に満ち、活気と笑顔あふれる筑前町をつくります。 

 ご協力ありがとうございました。 

ご着席ください。 

 議  長  おはようございます。 

 本日の出席議員は１４人につき、定足数に達しております。 

 ただいまから、令和４年第４回筑前町議会定例会を開会します。 

（１０：００） 

 日程第１  

 議  長  日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、 

 ３番 持山 幸議員及び４番 石橋里美議員を指名します。 

 日程第２  

 議  長  日程第２「会期の決定について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日１２月２日から９日までの８日間としたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日から１２月９日までの８日間と決定をいたしました。 

 日程第３  

 議  長  日程第３「諸般の報告」を行います。 

 総務建設常任委員会の活動報告を求めます。 

 総務建設常任委員会委員長 

総務建設常任

委員長 

 

 おはようございます。 

 総務建設常任委員会の活動報告をいたします。 

 最後の四半期活動報告及び今期の振り返りになります。 

 まず、四半期の活動報告についてです。 

 ６月定例会で報告しておりました町有財産の管理について、その後、課題を数点

抽出しまして、財政課、都市計画課、農林商工課など、担当課ごとのヒアリングを

行いました。 

 現在、提言書のまとめ作業を行っております。 

 私どもの任期も迫っておりますので、今月中には何らかの形のあるものにして、

執行部に最後の提言書を提出できればと思っております。 

 次に、今期の振り返りについてです。 

 今期委員会発足冒頭より様々な課題を抽出して、優先順位を決めながら活動を行
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ってまいりました。 

 公民館敷地の問題や町営住宅に関すること、災害復旧の課題などもありました。 

 また、国道等をくぐる水路については、調査すると改善が急がれる場所が何か所

もあり、担当課と協議を重ねたところです。 

 そのほか、ため池調査については、今期委員会が一番時間を使った活動でした。

担当課から提出いただいた資料をもとに、課題がありそうなため池を抽出して実際

に現場に足を運び、地域住民の方に聞き取り調査等を行いました。その後、調査結

果を基に提言書を作成し、執行部との協議を行ったところです。 

 この提言書については、早稲田大学マニフェスト研究所議会改革度調査の機能強

化部門で、前回の５０９位から１９０位へと高評価された要因の一つであったとい

うことで、私たちの活動が間違ってなかったと喜んだところです。 

 しかしながら、評価点を上げることが目標ではありません。 

 今後とも、私たちの提言書が住民の安心安全を守る一助になればと願っておりま

す。 

 最後になりますが、任期中において、所管課の皆さんにはお忙しい業務の中、時

間をつくって対応していただいたことに対しまして、ここで改めて御礼を申し上げ

ます。 

 ありがとうございました。 

 総務建設常任委員会の所管は多岐にわたり、もっとたくさんの課題に対して取り

組まなければなりませんでしたが、一部しか実行できなかったことを反省しており

ます。 

 これから先、また、新しい委員会が組織されて、積極的な活動に取り組まれるこ

とを願いまして、委員会報告とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 議  長  報告が終わりました。 

 続きまして、文教厚生常任委員会の活動報告を求めます。 

 文教厚生常任委員会委員長 

文教厚生常任

委員長 

 

 おはようございます。 

 文教厚生常任委員会の６月から１１月までの活動を報告いたします。 

 委員会では、６月６日に三輪地区、６月１３日に夜須地区のＰＴＡ役員との意見

交換会を行いました。意見交換会ではＰＴＡの役員の方々に、タブレットの問題、

学校施設の老朽化問題、中学校のヘルメットの問題、ランドセルの重量問題、熱中

症対策の問題、特別支援学級のフリースクールの問題、小学校のクラス増の問題、

ひとり親家庭の支援など、多くの内容が出されました。この意見に対して、委員会

として教育委員会に提起することや協議することを整理しました。 

 また、６月１６日には委員会所管課の施策説明会を開催し、各課から今年度の重

要施策について説明を受け、意見交換をしました。 

 さらに、７月の委員会では、委員会視察がコロナ禍でできない現状を踏まえ、オ

ンラインで視察ができないかと協議し、練習を兼ね、オンラインでの委員会を開催

しました。視察研修の実現には至りませんでしたが、今後、オンラインを活用した

研修も実施していければと思っています。 

 ９月には委員会で少人数学級推進などの定数改善、義務教育費国庫負担制度２分

の１復元に関わる意見書の提出を求める請願が、福岡県教職員組合朝倉支部より請

願。また、消費税制度の適格請求書等保存方式インボイス制度についてシルバー人

材センターに及ぼす影響が極めて大きいことから、安定的な事業運営のための適切

な措置を国に求める意見書の提出を求める請願が、公益社団法人筑前町シルバー人
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材センターより請願され、委員会で請願審査をしました。この２つの請願について

は、９月議会で採択をされました。 

 １０月には東小田小学校と中牟田小学校、１１月には三並小学校に学校訪問に行

きました。各学校の子どもたちの学ぶ姿を視察し、その後、教育委員会や学校との

協議をしました。各学校で、子どもたちがタブレットを使い学習している場面を見

て、今後も、子どもたちの学びの環境を整える事の重要性を認識しました。 

 このように、委員会では「見て、聴いて、町に提言」をテーマに活動してきまし

た。 

 十分な活動ができたとは言えませんが、執行部に対して一定の提言はできました

し、今後も提言していくことが大事だと痛感しています。 

 最後に、この２年間の委員会活動の総括を今月の委員会で行い、次の活動へとつ

なげていきたいと思っています。 

 以上で、文教厚生常任委員会の報告といたします。 

 議  長  報告が終わりました。 

 続きまして、議会広報特別委員会の活動報告を求めます。 

 議会広報特別委員会委員長 

議会広報特別

委員長 

 

 皆様、おはようございます。 

 議会広報特別委員会の報告をいたします。 

 議会広報特別委員会として、コロナ禍の中、３年ぶりに全国及び県の町村議会広

報研修会に参加いたしました。研修会では、「これからの議会広報を考える」をテー

マに住民の理解と共感を目指すための今後の広報の在り方について、作成するポイ

ントなどを学びました。 

 広報委員会は６人のメンバーで構成され、任期２年で再編されます。このため、

次期広報委員会へ、これまでの委員会活動の教訓や反省を踏まえた広報紙づくりに

取り組んでいけるよう、筑前町議会だより「うぐいす」編集の申し合せを作成し、

引き継ぐこととしております。 

 具体的には、発行の基本といたしまして、１．「伝える」から「伝わる」広報誌、

２．思わず手にとり読んでみたくなる表紙、紙面、３．住民目線で読みやすい内容、

４．議会の動きを分かりやすくなどです。 

 また、原稿提出については、原則、電子データで提出するようにしております。 

 １人でも多くの方に議会を身近に感じていただけるように、手にとり読みたくな

る広報紙「うぐいす」づくりを目指し、委員一同取り組んでまいります。 

 以上で、議会広報特別委員会の報告を終わります。 

 議  長  報告が終わりました。 

 日程第４  

 議  長  日程第４ 「町長のあいさつ及び提案理由の説明」を求めます。 

 田頭町長 

 町  長  おはようございます。 

 本日は、令和４年第４回定例会を招集しましたところ、全員ご出席いただきあり

がとうございます。令和４年最後の定例会でございます。併せて、現議員構成での

最後の定例会でもございます。 

 筑前町もこの４年間様々な事案が起こり、課題解決に向けて住民、議会、執行部、

住民協働で努力をいたしました。 

 申し上げるまでもなく、まちづくりの理念である地域活性化と健全財政は両立さ

せなければなりません。この４年間の成果の特筆すべき事項について、少し振り返

ってみたいと思います。 
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 まず、健全財政について、令和元年度と３年度について財政指標等で比較をした

いと思います。 

 まずは人口問題であります。この３年間の期間内において、３万人を突破すべき

節目の年がございましたし、現在、３万２７０人と、３年余りで６０４人の増加で

あります。 

 次に、財政指標であります。地方債残高は１億２,３００万円の減額で１３１億円

余となりました。２番目に、積立金は８,４００万円増えて４８億６,０００万円余と

なりました。３番目に、地方交付税は３億５,３００万円増えて４０億８,６００万円

余となりました。４番目に、町税は、６,０００万円ほど増えて３１億９,８００万円

余となりました。５番目に、経常収支比率は５.１ポイント改善して８４.４となり、

合わせて将来負担比率は２７.５ポイント下がり５１.６ポイントと、ともに大幅改

善と言えると思います。ただし、財政力指数は３年前と同数値の０.４８であります。 

 今後、自主財源拡大のために企業誘致等が必要であると考えます。 

 このように、地方創生の主要な目的でもある人口増を実現し、そして、財政のよ

り健全化が促進された、この４年間であったと言えると思います。 

 もちろん今後も課題山積ではありますが、住民、議会、執行部の協働により財政

の面からも前進した筑前町の３年間であったと総括します。 

 それでは、本日提案します議案等１６件の説明を申し上げます。 

 なお、今会期中に追加議案の上程を予定していますので、このことにつきまして

もよろしくお願いいたします。 

 議案第３８号、甘木・朝倉・三井環境施設組合規約の変更につきましては、令和

５年３月３１日をもって久留米市が甘木・朝倉・三井環境施設組合から脱退するこ

とに伴い、規約を変更する必要が生じたため、地方自治法の規定により議会の議決

を求めるものです。 

 議案第３９号、財産の無償譲渡につきましては、今後、設備更新が見込まれる筑

前町ブロードバンド設備を町の財政負担の軽減を図るとともに、効率的な管理運営

を実現することを目的に民間事業者に無償譲渡するため、地方自治法の規定により

議会の議決を求めるものです。 

 議案第４０号、筑前町職員の再任用に関する条例を廃止する条例の制定につきま

しては、地方公務員法の一部が改正されることに伴い、職員の再任用に関する規定

を筑前町職員の定年等に関する条例に定めることにより、当該条例が不要となるた

め廃止するにあたり、議会の議決を求めるものです。 

 議案第４１号から議案第４７号につきましては、地方公務員法の一部が改正され、

地方公務員の定年が延長されることに伴い、当該条例の一部を改正する必要が生じ

たため、議会の議決を求めるものです。 

 議案第４８号、筑前町議会議員の議員報酬及び旅費等に関する条例の一部を改正

する条例の制定につきましては、令和４年８月８日の人事院勧告を受け、特別職の

職員の給与に関する法律の一部が改正されることに伴い、当該条例にも適用しよう

とするため、議会の議決を求めるものです。 

 議案第４９号、筑前町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例の制定につきましても、令和４年８月８日の人事院勧告を受け、

特別職の職員の給与に関する法律の一部が改正されることに伴い、当該条例にも適

用しようとするため、議会の議決を求めるものです。 

 議案第５０号、筑前町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定につきましては、令和４年８月８日の人事院勧告を受け、国家公務員の一般職

の職員の給与に関する法律の一部が改正すること、及び、地方公務員法の一部が改
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正されることに伴い、当該条例の一部を改正する必要が生じたため、議会の議決を

求めるものです。 

 議案第５１号、令和４年度筑前町一般会計補正予算（第９号）につきましては、

補正額５,８２７万２,０００円を増額し、補正後の歳入歳出予算総額をそれぞれ１

３８億２,８５７万８,０００円とするものです。増額補正する主なものは、新型コロ

ナワクチン接種事業７,４３６万１,０００円、各施設の光熱水費１,６６１万円など

を追加するものです。 

 議案第５２号、令和４年度筑前町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）に

つきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５５万６,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３６億４,９３８万５,０００円とする

ものです。 

 議案第５３号、令和４年度筑前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

つきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５６６万１,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億５,１１０万５,０００円とするも

のです。 

 以上が本日提案しました議案等の提案理由でございますが、いずれも重要な案件

でございますので、慎重にご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げ、開会

にあたりましてのご挨拶と議案等の説明といたします。 

よろしくお願いいたします。 

 議  長  町長の提案理由の説明が終わりました。 

日程第５～ 

日程第２０ 

 

 議  長  会議規則第３５条の規定により、日程第５から日程第２０までを一括議題としま

す。 

 お諮りします。 

 一括議題とした日程第５ 議案第３８号から日程第２０ 議案第５３号までは、

議案のみの説明を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 それでは、順次議案の説明を求めます。 

 環境防災課長 

環境防災課長  おはようございます。 

 それでは、議案書３ページをお願いいたします。 

 議案第３８号「甘木・朝倉・三井環境施設組合規約の変更について」。 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、甘木・朝倉・三井環境施設組合の規

約を別紙のとおり変更するので、同法第２９０条の規定により議会の議決を求めま

す。 

 本日付、町長名です。 

 提案理由につきましては、事前の町長説明のとおりのため省略させていただきま

す。 

 ４ページから８ページが新旧対照表となっております。 

 今回の主な改正につきましては、久留米市が令和５年３月３１日をもって甘木・

朝倉・三井環境施設組合から脱退することに伴い、甘木・朝倉・三井環境施設組合

規約を変更するものです。 

 それでは、４ページの改正案をご覧ください。 
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 第２条、組合を組織する地方公共団体について、及び第３条、組合の共同処理す

る事務については、構成市町村から久留米市を除いたものです。また、現行規約の

第３条、次の表、第３号、三輪ごみ共同処理場の設置及び管理運営に関する事務は、

今後事務が発生しないため、今回併せて廃止しております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 第５条、組合議会の組織等については定数を１６名から１４名とし、朝倉市が７

名から６名へ、筑前町が３名から４名へ変更するものです。また、変更したことに

より、筑前町の組合議員については２人を同町の議会の議長及び副議長をもって充

て、その他の２名については同町議会の議員のうちから選挙することに改めるもの

です。 

 第１０条、副組合長については、現行では副組合長は関係市町村の長から互選す

ることとなっておりますが、現状としては組合長以外の市町村長は副組合長として

おりますので、実情に合わせて変更するものです。 

 ６ページをお願いいたします。 

 次に、別表第１４条関係の関係市町村負担金の負担割合については、３号を除く

１号、２号及び４号の平等割については久留米市を除くため、分母を９から８へと

改め、朝倉市が９分の３を８分の３、東峰村及び筑前町が９分の２をそれぞれ４分

の１へ、大刀洗町を９分の１から８分の１へと改めるものです。 

 ８ページをお願いいたします。 

 最後に附則として、この規約は令和５年４月１日から施行するものです。 

 また、経過措置として、この規約の施行の際、現に在職する久留米市から選出さ

れた組合議員を除く組合議員は、その任期が終了するまでの間、この規約による変

更後の甘木・朝倉・三井環境施設組合規約第５条の第１項の規定に関わらず、なお、

従前の例により在職するものとするものです。 

 以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 議  長  財政課長 

 財政課長  議案書の９ページをお願いします。 

 議案第３９号「財産の無償譲渡について」。 

 次のとおり財産を無償譲渡するため、議会の議決を求める。 

 本日付提出、町長名でございます。 

 提案理由は、町長説明のとおりですので省略いたします。 

 譲渡する財産については、筑前町地域情報通信基盤整備事業等により整備した筑

前町ブロードバンド施設に係る設備一式。 

 所在は、櫛木、三箇山、三並、畑嶋、長者町、曽根田、三牟田、砥上、吹田、赤

坂、松延、石櫃、中牟田、朝日、二、篠隈、東小田、四三嶋、下髙場、安野、以上

の地域です。 

 財産の概要は、譲渡日に保有する次の設備で、光成端架等、片端光コネクタ、光

クロージャ、光ケーブル（幹線、引込線、吊り線等）、自営柱等、発電機、無停電電

源装置です。 

 譲渡の相手方は、福岡県小郡市福童１９６番地１、株式会社メック、代表取締役

社長 臼井惠。 

 譲渡の理由としましては、今後、設備更新等が見込まれる筑前町ブロードバンド

設備を、整備当初から維持管理を委託している民間のＣＡＴＶ事業者に無償譲渡す

ることにより、町の財政負担の軽減を図るとともに、効率的な管理運営を実現する

ためです。 
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 譲渡の時期につきましては、令和７年４月１日です。 

 以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  それでは、議案書の１０ページをお願いしたいと思います。 

 議案第４０号「筑前町職員の再任用に関する条例を廃止する条例の制定につい

て」。 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由につきましては、先ほど町長が説明したとおりでございます。 

 議案書の１１ページをお開きください。 

 筑前町職員の再任用に関する条例を廃止する条例。この条例につきましては、今

回の定年引き上げに伴い、筑前町職員の定年等に関する条例の一部改正と併せ、再

任用に関する規程を定めたことにより、現行条例を廃止するものでございます。 

 附則として、この条例は令和５年４月１日から施行するものでございます。 

 続きまして、議案書の１２ページをお願いいたします。 

 議案第４１号「筑前町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」。 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由についても、町長が説明したとおりでございます。 

 議案書の１３ページをお開きください。 

 筑前町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例。現行と改正案の対照表

となっているところでございます。 

 国家公務員の定年引き上げに伴いまして、地方公務員の定年も６０歳から６５歳

まで２年に１歳ずつ段階的に引き上げられることを踏まえ、地方公務員についても

国家公務員と同様に地方公務員法の一部を改正する法律の公布を受けまして、筑前

町職員の定年等に関する条例を含め、関連します条例８件について一部改正を行う

ものでございます。 

 今回の定年引き上げによる地方公務員法の改正内容につきましては、大きく分け

まして５つの柱となっております。 

 １つ目は、定年年齢を６５歳と位置づけていることでございます。 

 ２つ目は、役職定年制の導入に伴い、役職定年年齢は６０歳を基本とし、職員の

年齢別構成等の特別の事情がある場合には例外措置を講じることができるとなって

おります。 

 ３つ目は、定年前再任用短時間勤務制の導入であり、６０歳に達した日以後、定

年前に退職した職員について、本人の希望により短時間勤務の職に採用することが

できる制度導入でございます。 

 ４つ目は、情報提供意思確認制度の新設といたしまして、任命権者は職員が６０

歳に達する日の前年度に６０歳以後の任用、給与、退職手当に関する情報を提供す

るものとなされており、職員の６０歳以後の勤務の意思を確認するよう努めるもの

でございます。 

 最後５つ目は、給与に関する措置といたしまして、国家公務員の給与及び退職手

当についての措置が講じられることを踏まえ、地方公務員についても均衡の原則に

基づき、当分の間６０歳を超える職員の給料月額は６０歳前の７割水準の設定、６

０歳に達した日以後に定年前の退職を選択した職員が不利にならないよう、定年を
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理由とする退職と同様に退職手当を算定することとなったところでございます。 

 それでは、改正内容に移らせていただきます。 

 第１条では地方公務員法の改正に伴い、適用されます条文の変更及び追加による

ものでございます。 

 第２章として定年制度を設け、第３条に定年年齢６０年を６５年とするものです。 

 第４条では定年による退職の特例を追加し、職務遂行上の特別な事情等がある場

合の特例任用、具体的には特別なプロジェクトの継続の必要性がある場合、または

職員の職務の特殊性により、そのポストの欠員補充が困難な場合等について、でご

ざいます。 

 議案書の１５ページをお開きください。 

 第３章として管理監督職勤務上限年齢制を設け、第６条に管理監督職勤務上限年

齢制の対象となる管理監督職について、第７条につきましては管理監督職勤務上限

年齢を６０年とするものでございます。 

 議案書の１６ページをお願いします。 

 第８条には他の職への降任等を行うにあたって遵守すべき基準、地方公務員法第

１３条平等取り扱いの原則、１５条任用の根本基準、第２３条の３人事評価に基づ

く措置、第２７条分限及び懲戒の基準、第５６条不利益取り扱いの禁止についてで

す。 

 第９条では管理監督職勤務上限年齢による降任等、及び管理監督職への任用の制

限を特例として、議案書の１７ページをお開きください、職務遂行上の特別な事情

等がある場合の任用の特例、先ほども申し上げましたが特別なプロジェクトの継続

の必要性がある場合、または、職員の勤務の特殊性によりそのポストの欠員補充が

困難な場合等について規定しております。 

 議案書の１９ページをお開きください。 

 第１０条には情報提供意思確認制度の新設に伴い、異動期間の延長等に係る職員

の同意を、また、１１条では異動期間の延長事由が消滅した場合の措置について。 

 次に、第４章として、現在の再任用制度が定年前再任用短時間勤務制度に変更さ

れることに伴い、定年前再任用短時間勤務制を設け、第１２条に定年前再任用短時

間勤務職員の任用、具体的には６０歳以降はフルタイム、または退職して短時間勤

務の選択をするということ。 

 議案書の２０ページをお願いいたします。 

 最後に第５章として雑則を設け、委任及び附則３に定年に関する経過措置、附則

４に情報提供及び勤務の意思の確認について。 

 先ほどからご説明申し上げていますが、議案書１３ページの第４条以降の内容に

ついては、それぞれ新たに規定を追加したものでございます。 

 議案書の２１ページをお開きください。 

 附則として、この条例は令和５年４月１日から施行するものです。 

 ただし、附則第９条の規定は公布の日から施行するものといたしております。 

 また、第２条に勤務延長に関する経過措置、定年が６０歳から６５歳まで２年に

１歳ずつ段階的に引き上げられることによる基準日を。 

 第３条、第４条に、定年退職者等の再任用に関する経過措置として、従前の再任

用制度に準じた措置を講じるための暫定再任用制度について。 

 議案書の２３ページをお開き願います。 

 第５条に令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職及び年齢。 

 第６条に令和３年改正法附則第８条第４項の規定により、読み替えて適用する新

地方公務員法第２２条の４、第４項の条例で定める職及び年齢。 
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 第７条に令和３年改正附則第８条第５項の条例で定める職並びに条例で定める者

及び職員について。 

 議案書の２４ページをお願いいたします。 

 第８条に定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置。 

 第９条に令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢を６０年

と定めているところでございます。 

 続きまして、２５ページをお願いいたします。 

 議案第４２号「筑前町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改

正する条例の制定について」。 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由は町長が説明したとおりでございます。 

 議案書の２６ページをお願いいたします。 

 筑前町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例。こ

こには、現行と改正案の対照表となっているところでございます。 

 先ほども申し上げましたが、定年引き上げに伴い一部改正を行うものでございま

す。 

 改正内容は、地方公務員法の改正における管理監督職勤務上限年齢による降任等

が明記されたことによりまして、第６条の２として降給の種類を、第７条では職員

の意に反する降給の場合における適用条文をそれぞれ追加するものでございます。 

 附則として、管理監督職勤務上限年齢による降任等による降給の経過措置につい

て定めており、議案書２７ページをお開きください。 

 附則４では、第９条に規定する降任、免職及び降給の手続きの適用を受けないこ

と。また、附則５においては地方公営企業法の適用を受ける水道事業の職員につい

ても、この条例の規定を準用するものとなっておるところでございます。 

 附則として、この条例は令和５年４月１日から施行するものです。 

 続きまして、議案書の２８ページをお願いいたします。 

 議案第４３号「筑前町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する

条例の制定について」。 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由につきましても、町長が説明したとおりでございます。 

 議案書の２９ページをお開きください。 

 筑前町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例でございま

す。現行と改正案の対照表となっております。 

 こちらにつきましても、定年引き上げに伴い一部改正を行うものであり、改正内

容といたしましては、第３条に減給の効果を規定しており、減給期間内において降

給が発生した場合の措置について追加したものでございます。 

 具体的には、管理監督職勤務上限年齢による降任等で降給した場合、該当する期

間内において、管理職級から非管理職級になった時点において減給額に応じ減ずる

内容となったものでございます。 

 附則として、この条例は令和５年４月１日から実施するものです。 

 続きまして、議案書の３０ページをお願いいたします。 

 議案第４４号「筑前町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について」。 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 
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 本日付、町長名でございます。 

 提案理由は、先ほど町長が説明したとおりです。 

 議案書の３１ページをお開きください。 

 筑前町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例となっ

ております。現行と改正案の対照表となっており、こちらも定年引き上げに伴い一

部改正を行うものでございます。 

 第２条第３項では、地方公務員法の改正に伴い、適用される条文の変更によるも

のでございます。なお、同条１項では、職員の名称が従前の再任用短時間勤務職員

から定年前再任用短時間勤務職員と変更されることにより、改正するものでござい

ます。 

 議案書の３３ページをお開きください。 

 附則といたしまして、この条例は令和５年４月１日から施行するものです。また、

第２条においては、暫定再任用職員についての経過措置を定めておるところでござ

います。 

 続きまして、議案書の３４ページをお願いいたします。 

 議案第４５号「筑前町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について」。 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由は、町長が説明したとおりでございます。 

 議案書の３５ページをお開きください。 

 筑前町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。現行と改正案の対

照表となっております。 

 こちらにつきましても、定年引き上げにより一部改正を行うものでございます。 

 第２条第１項第２号に、筑前町職員の定年等に関する条例の一部改正に伴い、管

理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例として、

職務遂行上の特別な事情等がある場合の任用の特例について規定しております。 

 また、第９条第１項に新たな号数を設け、第２号に先ほども述べました職務遂行

上の特別な事情がある場合の任用の特例について、それぞれ追加し、定めるもので

ございます。 

 第１７条では、議案書の３６ページをお願いいたします。 

 地方公務員法の改正に伴い適用される条文の変更によるものと、適用職員の名称

が従前の再任用短時間勤務職員から定年前再任用短時間勤務職員と変更されること

に伴い、改正するものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は令和５年４月１日から施行するものです。 

 また、附則の２に読替規定を定めさせていただいております。 

 続きまして、議案書の３７ページをお開きください。 

 議案第４６号「筑前町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について」でございます。 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付けで、町長名です。 

 提案理由につきましても、町長が説明をしましたとおりでございます。 

 議案書の３８ページをお願いいたします。 

 筑前町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例。現行

と改正案の対照表となっております。 

 こちらも定年引き上げによる一部改正を行うものでございます。 
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 第２条第２項第１号では、地方公務員法の改正により適用される条文の変更によ

るものでございます。 

 また、第４号では筑前町職員の定年等に関する条例の一部改正に伴い、管理監督

職勤務上限年齢による降任等、及び、管理監督職への任用の制限の特例として、職

務遂行上の特別な事情等がある場合の任用の特例について追加し、定めるものでご

ざいます。 

 附則といたしましては、この条例は令和５年４月１日から施行するものです。 

 また、附則２に暫定再任用職員について規定をいたしております。 

 議案書の３９ページをお開きください。 

 附則３に、勤務延長に関する経過措置を定めているところでございます。 

 続きまして、議案書の４０ページをお開きください。 

 議案第４７号「筑前町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する

条例の一部を改正する条例の制定について」。 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由についても、町長が先ほど説明したとおりでございます。 

 議案書の４１ページをお開きください。 

 筑前町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改

正する条例。こちらにつきましても、現行と改正案の対照表となっております。 

 こちらも定年引き上げに伴い、改正を行うものでございます。 

 第５条では地方公務員法の改正に伴い、適用される条文の変更及び適用職員の名

称が従前の再任用短時間勤務職員から定年前再任用短時間勤務職員と変更されるこ

とに伴い、改正するものでございます。 

 附則としまして、この条例は令和５年４月１日から施行するものです。 

 また、附則２に暫定再任用職員の経過措置を定めております。 

 続きまして、議案書の４２ページをお願いいたします。 

 議案第４８号「筑前町議会議員の議員報酬及び旅費等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について」。 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名です。 

 提案理由は、町長が説明したとおりでございます。 

 議案書の４３ページをお開きください。 

 筑前町議会議員の議員報酬及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例。こち

らにつきましても、現行と改正案の対照表となっております。 

 令和４年８月８日に人事院は民間の給与実態を反映し、３年ぶりに俸給及びボー

ナスを引き上げる内容で勧告を行いました。政府は国の財政状況、経済、社会情勢

など、国全般との関連を考慮しつつ検討を行った結果、１０月７日の閣議において

一般職国家公務員の給与改定について、人事院勧告どおり実施する内容として、本

年度の公務員の給与改定方針を閣議決定いたしたところでございます。このことを

受けまして、国家公務員の特別職の職員の給与に関する法律の一部が改正されるこ

とに伴い、第１条といたしまして第６条に規定しております支給割合に０.０５月分

を追加するため、１００分の１６２.５から１００分の１６７.５に改正するもので

ございます。 

 第２条については、施行期日を令和５年４月１日とするため、０.０５月分を６月

と１２月の支給期日で二分することとなり、１００分の１６７.５から１００分の１

６５に改正するものでございます。 
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 附則といたしまして、議案書の４４ページをお願いいたします。 

 この条例は、公布の日から施行するもの。ただし、第２条の規定は、令和５年４

月１日から施行するものです。 

 また、附則２に改正後の条例適用期日、附則３に期末手当の内払い規定を定めて

おるところでございます。 

 続きまして、４５ページをお開きください。 

 議案第４９号「筑前町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について」。 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由につきましては、町長が先ほど説明したとおりでございます。 

 議案書の４６ページをお願いいたします。 

 筑前町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費等に関する条例の一部を改正す

る条例。現行と改正案の対照表となっております。 

 改正理由につきましては、先ほど述べました筑前町議会議員の議員報酬及び旅費

等に関する条例の一部を改正する内容と同様でございまして、第１条として第４条

に規定している支給割合を０.０５月分追加するため、１００分の１６２.５から１

００分の１６７.５に改正するものです。 

 第２条については、施行期日を令和５年４月１日とするため、０.０５月分の追加

分を６月と１２月の支給期日で二分することとなり、１００分の１６７.５から１０

０分の１６５に改正するものでございます。 

 附則１から３につきましても、前条例と同様な取り扱いとなっております。 

 続きまして、４７ページをお開きください。 

 議案第５０号「筑前町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定について」。 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由につきましても、先ほど町長が説明したとおりでございます。 

 議案書の４８ページをお願いします。 

 筑前町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。現行と改正案の

対照表となっております。 

 第１条の改正理由は、前条例の内容と同様でございまして、人事院勧告に伴う給

与改定によるものでございます。 

 条例の第２６条第２項第１項に規定しております支給割合に０.１月分を追加す

るため、１００分の９５から１００分の１０５に、管理職員にあっては１００分の

１１５から１００分の１２５に改定するものです。 

 また、再任用職員においては、第２号で規定している支給割合に０.０５月分を追

加するため、１００分の４５を１００分の５０に、管理職員についても同様に１０

０分の５５を１００分の６０に改正するものでございます。 

 また、４８ページ下段から別表第１につきましては、若年層を対象とした俸給の

引き上げが勧告なされており、５５ページにわたって対象となります給与表の改定

を行うものでございます。 

 議案書の５５ページをお開きください。 

 第２条の改正理由といたしましては、定年引き上げに伴い、一部改正を行うもの

であります。 

 第７条では、地方公務員法の改正に伴い適用される条文の変更によるものです。 
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 なお、同条以降では、適用職員の名称が従前の再任用短時間勤務職員から定年前

再任用短時間勤務職員と変更されることに伴い、改正するものでございます。 

 議案書の６０ページをお開きください。 

 第２６条第２項第１号では、改正第１号において人事院勧告に伴う給与改定に伴

い、規定している支給割合に０.１月分を追加する改正を行いますが、改正第２条に

ついては施行期日を令和５年４月１日とするため、０.１月分の追加分を６月と１２

月の支給期日で二分することとなり、１００分の１０５から１００分の１００に、

管理職員にあっては１００分の１２５から１００分の１２０に改正するものです。 

 議案書の６１ページをお開きください。 

 また、第２号で規定しております定年前再任用短時間勤務職においても同様の理

由により、支給割合を０.０５月追加分を二分することとなり、１００分の５０を１

００分の４７.５に、管理職についても同様に１００分の６０を１００分の５７.５

に改正するものです。 

 附則、第１３項から議案書の６３ページをお開きください。 

 附則、第１９項まで、６０歳を超える職員の給与に関する措置を講じるため、必

要な事項を規定したものでございます。 

 別表第１においては、適用職員の名称が従前の再任用短時間勤務職員から定年前

再任用短時間職員と変更されることや基準給与月額を明記することにより、改正す

るものでございます。 

 議案書の６４ページをお願いします。 

 附則として、この条例は公布の日から施行するもの。 

 ただし、第２条の規定は、令和５年４月１日から施行するものです。 

 また、附則の２に改正後の条例適用期日を、附則３に期末手当の内払い規定を、

附則４に規則の委任について定めているところでございます。 

 以上が議案第４０号から議案第５０号に向けての説明となります。 

 よろしくお願いいたします。 

 議  長  財政課長 

 財政課長 

 

 議案書の６５ページをお願いします。 

 議案第５１号「令和４年度筑前町一般会計補正予算（第９号）について」。 

 令和４年度筑前町一般会計補正予算（第９号）を別冊のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 別冊の令和４年度一般会計補正予算（第９号）をお願いします。１ページです。 

 令和４年度筑前町の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５,８２７万２,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３８億２,８５７万８,０００円とす

るものです。 

 第２条、債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。 

 ５ページをお願いします。 

 第２表債務負担行為補正につきましては、筑前町ブロードバンド設備譲渡負担金、

公設ブロードバンド設備の譲渡に伴い、諸経費を負担金として支払うもの。期間は

令和５年度から令和６年度まで。限度額５,９９１万１,０００円。 

 高齢者等配食サービス事業、期間は令和５年度から令和９年度まで。限度額は７,

８３７万５,０００円。 

 ３Ｄ都市モデル作成業務委託事業、国庫補助を活用して３Ｄ都市モデルを整備す

るもの。期間は令和５年度。限度額３,４００万円、ゼロ債務負担行為として計上し

ています。 
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 三並小、中牟田小、東小田小、三輪小、三輪中学校の給食業務委託事業。期間は、

いずれも令和５年度から９年度まで。限度額は三並小学校３,３５５万円、中牟田小

学校８,３３８万円、東小田小学校８,８４４万円、三輪小学校９,９８８万円、三輪

中学校７,８３２万円です。 

 それでは、事項別明細書により歳出のほうから説明いたします。 

 １０ページをお願いします。 

 本年度の人事異動、年度途中の退職、退職手当組合負担金の率改定等に伴う職員、

会計年度職員人件費に関わる補正、及び、燃料費高騰に伴う各施設の光熱水費の増

額補正につきましては、それぞれの説明は省略させていただきます。 

 また、過年度補助金等返還金につきましても説明を省略させていただきます。 

 ２款１項１３目多目的運動広場整備等基金費、補正額１３２万６,０００円は、国

有提供施設等、所在市町村助成交付金の確定により積立額を増額するものです。 

 １１ページです。 

 ２款３項１目戸籍住民基本台帳費、１節報酬１８０万円は、マイナンバーカード

申請業務に従事する会計年度任用職員報酬を増額するものです。 

 ２款４項５目県知事及び県議会議員選挙費４３８万７,０００円の増は、令和５

年４月執行予定の福岡県議会議員選挙執行経費の令和４年度分です。 

 １２ページをお願いします。 

 ３款１項１目社会福祉総務費、２７節繰出金５万６,０００円は、国保特別会計法

定外繰出金を増額するものです。 

 ９目めくばり館費３６万９,０００円は、敬老館の風呂廃止に伴い、めくばり館の

風呂回数が増えたことにより、１０節燃料費２２万円、１２節めくばり館管理受付

業務委託料１４万９,０００円を増額するものです。 

 １３ページです。 

 ３款２項２目児童措置費４６２万５,０００円は、転入、出生等により児童手当費

を増額するものです。 

 ３款２項４目子ども医療対策費２０４万７,０００円は、１９節扶助費子ども医

療費１８８万１,０００円の増に伴い、１１節役務費審査支払手数料１６万６,００

０円を増額したものです。 

 １４ページをお願いします。 

 ４款１項２目母子衛生費２０２万２,０００円は、未熟児養育医療給付費を増額

するものです。 

 ３目予防費７,４３６万１,０００円は、新型コロナワクチン接種事業において、

実施期間の延長、接種回数の増、接種対象者の拡大により経費を増額するものです。 

 １５ページです。 

 ５款１項３目農業振興費１５３万円は、捕獲想定数の増に伴い、有害鳥獣捕獲報

償費を増額するものです。 

 ６款１項３目観光振興費７２万６,０００円は、登山道案内板設置業務委託料を

増額するものです。 

 ７款１項１目土木総務費１節報酬８２万５,０００円及び８節旅費１万８,０００

円の増額は、一般職員産休代替に伴う会計年度任用職員人件費です。 

 １６ページをお願いします。 

 ７款３項１目河川総務費１万１,０００円は、福岡県河川協会会費の増額による

ものです。 

 １７ページです。 

 ９款４項１目東小田小学校費１４節工事請負費１７０万３,０００円の増額は、
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新年度に特別支援学級が増になる予定であるため、既存の教室に間仕切り及びホワ

イトボードを設置し対応するものです。 

 ６項１目夜須中学校費１４節工事請負費１１０万円の増額は、老朽化した音楽室

の床改修工事によるものです。 

 １８ページをお願いします。 

 １１款１項公債費１,２１０万５,０００円の減額は、繰上償還及び利率変更に伴

う償還金元金及び利子の減です。 

 続きまして、歳入の説明をいたします。 

 ８ページをお願いします。 

 １０款国有提供施設等所在市町村助成交付金１７０万５,０００円の増は、本年

度交付額確定によるものです。 

 １６款１項３目１節児童手当負担金３９６万７,０００円は、児童手当支給事務

に対する国庫負担金です。 

 ５節心身障害者保護費負担金３４３万４,０００円は、障害者自立支援給付費事

業に対する国庫負担金です。 

 ４目１節保健衛生費負担金２,２７８万４,０００円の増額は、未熟児養育医療事

業９２万５,０００円、新型コロナワクチン接種事業２,１８５万９,０００円で、い

ずれも国庫負担金です。 

 １６款２項２目１節総務費補助金１８０万円は、個人番号カード交付事務費国庫

補助金です。 

 ４目１節保健衛生費補助金５,２５０万２,０００円は、新型コロナワクチン接種

事業に対する国庫補助金です。 

 １７款１項３目１節児童手当負担金３２万８,０００円は、児童手当支給事務に

対する県負担金です。 

 ５節心身障害者保護費負担金２３３万５,０００円は、障害者自立支援給付費事

業に対する県負担金です。 

 ４目１節保健衛生負担金４６万２,０００円は、未熟児養育医療事業に対する県

負担金です。 

 ９ページです。 

 １７款２項３目２節児童福祉費補助金６４万６,０００円は、子ども医療費支給

事業に対する県補助金です。 

 １７款３項２目３節選挙費委託金４３８万７,０００円の増額は、福岡県知事、県

議会議員選挙執行事務に対する県委託金です。 

 ２０款２項１目１節財政調整基金繰入金４,０５５万６,０００円の減額は、一般

財源調整によるもの。 

 ５節退職手当準備基金繰入金１８８万７,０００円の増額は、退職勧奨による退

職手当組合特別負担金について、過去３か年平均より超過する分を充当するもの。 

 １０節ふるさと応援基金繰入金１５３万円の増額は、有害鳥獣捕獲報償費、増額

分に充当するもの。 

 １６節観光振興基金繰入金８４万５,０００円は、登山道案内板設置業務委託料

及び当初予算で計上した観光案内板内容更新修復業務に充当するものです。 

 ２２款４項５目民生費受託収入４万６,０００円は、生活のしづらさなどに関す

る調査受託収入です。 

 ２２款５項雑入１７万円は、未熟児養育医療事業に対する徴収金です。 

 以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 



16 

 

 議  長  健康課長 

 健康課長  議案書の６６ページをお開きください。 

 議案５２号「令和４年度筑前町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて」。 

 令和４年度筑前町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり

提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 別冊の国保特別会計補正予算（第２号）をお願いいたします。１ページです。 

 令和４年度筑前町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５５万６,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３６億４,９３８万５,０００円とする。 

 本日付、町長名でございます。 

 事項別明細書で説明いたします。７ページをお開きください。 

 まず、歳出からご説明いたします。 

 ２款保険給付費３目一般被保険者療養費１５０万円の増額補正は、当初予算編成

時には数年減少傾向にあったため前年度より減額して計上していましたが、本年度

は見込みより医療用補装具等の現物給付の件数が増加しており、このままの状況が

続くと年間予算に不足が生じることが推測されましたので、補正を行うものでござ

います。 

 ６款保健事業費２目疾病予防費５万６,０００円の増額補正は、同様の理由から、

はり、きゅう、マッサージ施術費補助が増加しており、このままの状況が続くと年

間予算に不足が生じることが推測されましたので、補正を行うものであります。 

 次に、歳入を説明いたします。６ページをお願いいたします。 

 歳入につきましては、先ほど説明しました、療養費に係る財源の交付金及び施術

費補助に係る一般会計繰入金となっております。 

 以上で、今議会において補正予算をお願いする国保特別会計補正予算（第２号）

の説明を終わります。 

 続きまして、議案書の６７ページをお願いいたします。 

 議案第５３号「令和４年度筑前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

ついて」。 

 令和４年度筑前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提

出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 別冊の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）をお願いいたします。１ペー

ジです。 

 令和４年度筑前町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５６６万１,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億５,１１０万５,０００円とするもので

す。 

 事項別明細書の歳入６ページ、歳出７ページをお願いいたします。 

 今回の補正予算は、歳入の後期高齢者医療保険料５６６万１,０００円を増額補

正し、これに合わせて歳出２款１項１目の保険料負担金を増額補正するものです。 

 以上で、今議会において補正予算をお願いします後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）の説明を終わります。 
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 よろしくお願いいたします。 

 議  長  議案の説明が終わりました。 

 散  会  

 議  長  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会します。 

 お疲れさまでした。 

（１１：２３） 

 


